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国務院は2015年8月に「標準化事業の改革深化にかかる
プランの徹底実施のための行動計画（2015～2016年）の通
知」（以下「行動計画の通知」）を発表し、また同年12月には、
「国家標準化体系構築発展計画（2016～2020年）」を発表し
た。この標準化事業にかかる改革は、標準化の全体調整のた
めの仕組みづくりのほか、①国、業界、地方のそれぞれが制定
している強制的標準規格の統合と簡素化、②推奨標準規格の
統廃合・重複排除などの改善と産業・技術の発展状況に適合
しない標準の見直し、③学会、協会、商会、連合会といった民
間の組織や産業技術連盟などの標準化団体による標準規格
制定の奨励、④企業標準規格の規制緩和と活性化、⑤標準規
格の国際化レベル向上、などがまとめられている。

外資企業の中国における標準化活動への公平な参加に関
しては、2017年11月に「外商投資企業の中国標準化作業への
参与に関する指導意見」が公布され、中国の標準化活動にお
いて外商投資企業も内資企業と同等の待遇を得るとの方針が
示された。また、2019年3月15日に全人代で可決・成立した外
商投資法の第15条においても外商投資企業の標準化活動へ
の平等な参加を保障することが盛り込まれた。

新規標準化法の概要
新規標準化法では、標準の制定機関によって標準を国家標

準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に分類している。

国家標準
国家標準とは、全国の経済、技術発展に重要な意義を有

し、国務院標準化行政主管部門が批准して公布し、全国で統
一的に適用する標準としている。また、国家標準は強制標準、
推奨標準に分けられている。

強制国家標準
強制国家標準は、人身健康および生命財産安全、国家安

全、生態環境安全および経済社会管理の基本的な需要を満た
すために制定され、対象範囲内の製品やサービスなどに強制
的に適用されている国家標準とされている。もし製品やサービ
スなどが強制国家標準に合致していない場合は製造・販売・
輸入または提供・供給を行ってはならない。

強制国家標準は国務院、または国務院が授権した機関の批
准後に公布される。

推奨国家標準
推奨国家標準は、基礎・通用の必要に応じて、または強制国

家標準とセットで、あるいは各種関係業界に指導的な役割を
果たす必要な技術要求を満たすために制定された国家標準と

されており、対象範囲の製品やサービスに強制的には適用さ
れていない。通常、推奨国家標準は企業に強制的な拘束力が
なく、企業が自主的に選択して採用するが、企業が推奨国家標
準の採用を選択した場合は当該企業の製品やサービスは当該
推奨国家標準の拘束を受ける。

業界標準
業界標準は、推奨国家標準が制定されておらず、関連業界

範囲内で統合すべき技術的要求を満たすために制定された基
準である。新規標準化法の実施前に制定された業界標準は強
制標準および推奨標準があるが、新規標準化法の実施後に制
定する業界標準は全て推奨標準になる。

業界標準は国務院関連行政主管部門が制定し、国務院標
準化行政主管部門に届出する。

地方標準
地方標準は、地方の自然条件、風習などの特殊な技術的要

求を満たすために制定される標準を指す。新規標準化法の施
行前に制定された地方標準は強制標準および推奨標準がある
が、新規標準化法の実施後に制定する地方標準は全て推奨標
準になる。

地方標準は省、自治区、直轄市、区を設置している市（批准
後）の人民政府の標準化行政主管部門が制定し、国務院標準
化行政主管部門に届出し、かつ国務院標準化行政主管部門が
国務院関連行政主管部門へ報告する。

団体標準
団体標準は、学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等の

社会団体が関連市場主体と共同で、市場およびイノベーション
の需要を満たすために制定する標準とされる。団体標準は、
新規標準化法で新たに定められた標準であり、新規標準化法
の実施前には団体標準は存在していない。

団体標準の制定については事前に行政許認可を得る必要が
なく、社会団体や産業技術連盟が自主的に制定して公布するこ
とができるとされる。国務院標準化行政主管部門と国務院関
連行政主管部門は共同で団体標準の制定に対してその規範
化、指導、監督を行う。

企業標準
企業標準は、企業の社内で統合を必要とする技術的要求、管

理的要求および業務的要求を満たすために制定される標準とさ
れる。国家は、企業が国家標準・業界標準・地方標準より高く、
競争力を有する企業標準を制定することを奨励するとしている。

企業標準は企業が制定し、企業の法定代表者または授権さ
れた主管責任者が承認して公布する。

第８章
技術標準・認証
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中国における標準化活動における外資企
業の参加
2017年11月に国家標準化管理委員会、国家発展改革委員

会、商務部は連名で「外商投資企業の中国標準化作業への
参与に関する指導意見」を公布した。当該指導意見では、外
商投資企業（外商投資企業は、中外合弁企業、中外合作企業
および外商全額出資企業であって、海外の企業またはその他
の海外の経済組織が中国国内に設置した支店機構を含まな
い。）は中国の標準化活動に参与する場合、内資企業と同等
の待遇を得るとされている。これにより外商投資企業は

①-国家標準の起草活動と国家標準の外国語版の翻訳活動へ
の参加、

②-全国専門標準化技術委員会（サブ技術委員会、活動グ
ループなどを含む）に委員または観察員として参加、

③-ISOの関連活動への参加などが可能であると規定されて
いる。
また、2019年3月15日に全人代で可決・成立した外商投資

法の第15条においても外商投資企業の標準化活動への平等
な参加を保障することが盛り込まれた。

なお、国家市場監督管理総局が2023年4月19日に発表し
た「中国標準化発展年度報告(2022年)」によると、2022年に
全国専門標準化技術委員会に新たに参加した外商投資企業
の委員は752人であった。また、792項目の国家標準において
ISO、IECの国際標準が採用された。このほか、2022年には省
エネ・低炭素排出、設備製造、サービス業等の分野における
335項目の国家標準の外国語版が公布された。

標準に関わる特許に関する規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013年12月

19日に「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定施行）」を
制定し、2014年1月1日より施行した。これは、国家標準の管理
業務を規範化し、イノベーションと技術の進歩を奨励し、国家
標準における新技術の合理的採用を促進し、一般公衆と特許
権者および関連権利者の合法的権益を保護し、国家標準の
効果的な実施を保障するための規定であるとしている。その
後、当該規定の実施規則として、2014年5月1日から、推奨標
準であるGB/T2003.1「標準制定の特別手続第一部分：特許
に関わる標準」が施行されたところ、当該規定の今後の運用
について注視していくことが重要である。

また、標準必須特許の扱いについては、最高人民法院から
公表されて2016年4月1日から施行された「専利権侵害紛争事
件の審理における法適用の若干の問題に関する最高人民法
院の解釈（二）」の第24条に記載されているほか、国務院反独
占委員会（当時）が2017年3月23日公表した「知的財産権の
濫用に関する独占禁止ガイドライン」においても検討がされて
いる。その後、同ガイドラインの進展はないところ、国家市場
監督管理総局から公表された「市場支配的地位の濫用行為の
禁止に関する暫定規定」（2019年9月1日施行）では標準必須
特許に関する規定が期待されたが、独占禁止行為一般への言
及に留まるものであった。引き続き、同ガイドライン策定の動
向を注視する必要がある。

個別事例（情報セキュリティ・商用暗号関係）
情報セキュリティに関する法規整備
中国政府は近年、「サイバーセキュリティ法」（2017年施

行）、「データセキュリティ法」および「個人情報保護法」（とも
に2021年施行）のいわゆるデータ三法を整備したが、2022年
9月にはサイバーセキュリティ法の改正に関するパブリックコメ
ントを行い、アップデートも進めている。

これと並行して、下位法令についても、「サイバーセキュリ
ティ審査弁法」（2020年6月施行）を2022年2月に改正したほ
か、データの国外移転に関する諸要件や認証手続を規定した
各規則の整備が積極的に進められた。2022年9月に「データ
越境移転安全評価弁法」、11月に「個人情報保護認証実施規
則」、12月に「サイバーセキュリティ標準実践ガイドライン個
人情報越境処理活動安全認証規範V2.0」、2023年1月に「工
業・情報化分野データセキュリティ管理弁法（試行）」がそれ
ぞれ施行された。また22年6月にパブリックコメントが実施さ
れた「個人情報越境移転標準契約弁法」は、23年2月に公布
され、6月から施行される予定である。

このように、上位法であるデータ三法の下位法令について
も徐々に制定が進みつつある状況である。今後は、各地域、各
部門が制定するとされる重要データのリストの正式な公表等
が待たれるところ、引き続き下位法令を含む関連法令の制定
動向が注視される。

関連標準としては、全国情報安全標準化技術委員会より、
2022年1月に「重要データ識別ガイドライン」、3月には「重要
データ識別規則」のパブリックコメントがそれぞれ実施されるな
ど、各サイバーセキュリティ関連標準の整備も進められている。

商用暗号に関する法規整備
1999年に導入された商用暗号管理条例では、海外で生産

された暗号化製品の中国への持ち込みや使用についても申
請・許可が必要とされ、また、その対象製品は暗号化、解読化
の操作を中心とする機能の専用機器およびソフトのみに限る
とされていたものであったが、国家暗号管理局は、この商用
暗号管理条例を改正すると2011年に声明を発出していたと
ころである。この法改正の動向については、2017年4月および
2019年7月に「中国暗号法草案」として2度のパブリックコメン
トが行われ、2019年10月に公布、2020年1月より施行された。
また、2020年8月には、商用暗号管理条例修正草案のパブ
リックコメントが実施された。

中国暗号法においては、規定の1つとして商用暗号が位置づ
けられ、商用暗号製品の販売・提供に当たり、資格を有する機
構による検査・認証を受けることが求められている。また、当
該検査・認証について、サイバーセキュリティ法で規定される
検査・認証制度の適用・制度の重複回避や、国による検査機
構へのソースコード等の専有情報の開示要求の禁止が規定さ
れている。
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＜建議＞
　標準化法改正により、強制標準の国家標準への
一本化、団体標準の制定、各種標準間の整理、統
廃合の取り組みといった制度改善に向けた進展が
あったことは評価できる。また、2017年11月に公布
された「外商投資企業の中国標準化作業への参与
に関する指導意見」（以下「外商投資企業標準化
作業指導意見」）、2020年1月に施行された外商
投資法第15条、2020年6月に施行された強制国家
標準管理弁法第52条等において外商投資企業の
標準化活動への平等な参加を保障することが盛り
込まれたことは評価できるが、実態的な運用面で
この法律の精神に則った運用が保証されることを
望む。

　サイバーセキュリティ法に関する説明会も実施さ
れており説明する努力は認められる。引き続き、国
際的にオープンな形で透明性を高め、公平性を確
保し、イノベーションを阻害しかねない制度や運用
が改善されるべく、下記を要望する。

＜透明性の向上、公平性の確保（※制度設計プロセ
スへの要望）＞
①-国家標準の解釈や制度運用による混乱を防ぎ、認
証、試験等にかかわる、さらなる手続透明化と合
理化を図ることを要望する。

②-国家標準、業界標準などの公的標準策定プロセ
スにおいて、例えば会員資格、会員費用などを内
資・外資で区別されることが依然見られるなど、標
準工作組によって運営方法が統一されておらず透
明性に欠ける。「外商投資企業標準化作業指導意
見」が公布され外商企業と内資企業が標準化活動
で同等の待遇を得るとの方針が示されたことは高
く評価するが、この方針に則った対応が徹底される
とともに、標準化活動にかかる策定・改定過程は、
公開を原則とし、外国企業の標準化技術委員会や
標準化策定工作組などへの参加を中国企業と同
等の条件とするなど、外資企業の参画も容易にす
ることで透明性と公平性を高めるよう要望する。

③-強制標準や認証等の実施に当たり、企業に影響を
与える規定や内部書簡、解釈、説明会の開催情報
と一般的な質疑応答（FAQ）等に関する情報は、
会議の開催を通じて内容を伝えるだけではなく、
関連する全ての機関・部門のホームページ上に即
時かつ正式に公布するよう要望する。また、新規
分野などについて、標準策定部門の早期明確化、
提案窓口一本化に努めていただくよう要望する。

④-標準の公布日から実施日まで、十分な猶予期間を
取るよう要望する。特に強制標準については、公に
誰もが入手可能となった日を起算日として、1年か
ら3年程度の猶予期間を確保するべきである。ま
た、強制標準の実施に伴って企業が対応措置を取
る際に、並列標準が未公布であることにより、強
制標準の実施日前に対応が完了できないことがあ
る。強制標準とその並列標準については同時に公
布するよう要望する。

＜イノベーションの 基 盤として（※標準内容への
要望）＞
⑤-一部の標準において、現実には実現し得ない試験
条件の設定や目標値、理想値のような高い数値設
定が見受けられる。過度なスペックや、過度に詳
細化した標準の策定は避けるよう要望する。技術
水準や社会状況が考慮されない標準は、技術進
歩や自由な競争を阻害しかねず、イノベーションを
進める中国の政策の方向性にも反する。

⑥-推奨標準の扱いについて、法令法規で引用される
ことにより強制化している懸念がある。標準作成
を検討する際、事前に制度との関係が説明される
仕組みの構築を要望する。

＜情報セキュリティ認証制度＞
⑦-中国サイバーセキュリティ法を始めとするデータ
関連法令に関し、その具体的な内容を定める弁
法、細則、標準等は、徐々に策定が進みつつある
が、未だ未制定のものや意見募集段階のものも多
い。これらの制定プロセスにおいて、外資系企業
を含む関係者の意見を取り入れるとともに、クラウ
ドサービスなどの新しいビジネスの発展を妨げた
り、外国製品やサービスを差別的に取り扱われる
ことがないよう、制度の制定や運用面での配慮を
要望する。また、施行に際しては必要な事前のガイ
ダンスの提供や十分な対応期間の確保および円
滑な施行に向けた関係政府部門間での調整・連
携を要望する。

⑧-各制度の運用面においても、企業が法令遵守を
適切に行うことができるよう、解釈の明確化、十分
な準備期間の確保、諸手続の簡素化・迅速化、申
請・照会に対する文書での回答および説明会の開
催等、予見可能性を高める改善を要望する。

⑨-個人情報や重要データの国内保存義務・国境移
転制限（データローカライゼーション）規制は、グ
ローバルな企業活動を阻害する恐れがある。デー
タの流通は信頼に基づき自由に行われることが重
要であり、データセキュリティにかかわる政策は、
2019年6月のG20大阪サミットで提唱された「デー
タフリーフローウィズトラスト（DFFT）」のコンセ
プトに基づき策定されることを要望する。

⑩-データ越境移転安全評価弁法では、法令で定め
られた要件を満たすデータ処理者は、事前にリス
ク自己評価を行った上で、当局にデータ越境移転
安全評価を申告する必要があるが、その要件とし
て挙げられている「重要データ」や「基幹（重要）
情報インフラ運営者」が何を指すのが不明瞭であ
ることから、具体的な例示を細則などで示すよう
要望する。

⑪-中国暗号法に基づく制度運用について、商用暗号
管理条例改正の検討に際しては手続の透明性、公
正性を確保し、日本の産業界の意見に十分に配慮
することを要望する。


